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﹃
師
守
記
﹄
紙
背
文
書
に
み
る
文
書
管
理

　
　
　
　
　
　

永
井
英
治　

は
じ
め
に

紙
背
文
書
に
つ
い
て
の
歴
史
研
究
者
の
共
通
認
識
は
、
①
興
味
深
い
内
容
の
も
の
が
多
い
、
②
反
故
と
さ
れ
た
文
書
の
裏
が
再
利
用

さ
れ
た
結
果
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
①
は
印
象
論
の
感
が
強
く
具
体
性
に
欠
け
る
が
、
お
そ
ら
く
研
究
者
の
実
感
で
あ
る

と
と
も
に
、
②
と
関
連
さ
せ
る
こ
と
で
そ
の
趣
旨
を
明
確
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
は
、
紙
背
文
書
は
、
権
利
文
書
の
よ
う
に
意

図
的
に
残
さ
れ
た
文
書
と
異
な
り
、
廃
棄
さ
れ
反
故
と
な
っ
た
文
書
で
あ
る
た
め
、
伝
え
ら
れ
る
べ
く
し
て
伝
え
ら
れ
た
文
書
に
は
み

ら
れ
な
い
内
容
を
多
く
含
ん
で
い
る
、
と
い
う
理
解
で
あ
る︶

1
︵

。
こ
の
よ
う
に
廃
棄
さ
れ
た
文
書
が
興
味
深
い
内
容
を
持
つ
こ
と
に
つ
い

て
は
、
紙
背
文
書
に
限
る
も
の
で
は
な
く
、
襖
の
下
張
文
書
、
漆
紙
文
書
、
さ
ら
に
近
年
で
は
紺
紙
金
字
経
の
料
紙
に
使
用
さ
れ
た
文

書
な
ど
に
も
指
摘
さ
れ
る︶

2
︵

。

し
か
し
、
近
年
で
は
、
②
に
つ
い
て
異
な
る
理
解
を
必
要
と
す
る
事
例
が
紹
介
さ
れ
て
い
る
。
三
条
西
実
隆
の
日
記
の
紙
背
文
書
を

分
析
し
、
紙
背
文
書
の
な
か
に
日
記
の
本
文
と
関
係
あ
る
も
の
が
含
ま
れ
る
こ
と
を
指
摘
し
た
末
柄
豊
の
研
究︶

3
︵

に
よ
り
、
紙
背
文
書
は
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反
故
と
な
っ
て
料
紙
と
し
て
利
用
さ
れ
た
文
書
で
あ
り
廃
棄
さ
れ
た
文
書
で
あ
る
と
は
限
ら
な
く
な
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
ま
で
に

も
、
書
状
の
差
出
人
を
供
養
す
る
た
め
、
書
状
の
裏
に
写
経
を
す
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
お
り︶

4
︵

、
文
書
の
裏
に
何
か
を
書
き
付
け
る
場

合
、
そ
の
文
書
が
単
に
料
紙
と
し
て
利
用
さ
れ
る
ば
か
り
で
は
な
い
こ
と
は
知
ら
れ
て
い
た
。
牛
王
宝
印
を
翻
し
て
起
請
文
を
認
め
る

行
為
で
も
、
牛
王
宝
印
の
裏
に
書
く
こ
と
に
意
味
が
あ
る
。
こ
の
場
合
も
、
料
紙
と
し
て
利
用
さ
れ
る
モ
ノ
に
も
と
も
と
何
が
書
か
れ

て
い
た
が
重
要
な
意
味
を
持
つ
。

古
文
書
学
に
比
べ
て
体
系
化
が
遅
れ
て
い
た
古
記
録
学
で
あ
る
が
、
近
年
、
入
門
書
的
な
性
格
を
持
つ
編
著
が
刊
行
さ
れ
る
よ
う
に

な
っ
た
。
そ
の
ひ
と
つ
で
あ
る
高
橋
秀
樹
『
古
記
録
入
門︶

5
︵

』
は
、
日
記
の
本
文
を
読
み
解
く
た
め
の
概
説
と
と
も
に
、
日
記
の
形
態
論

に
つ
い
て
も
紙
数
を
割
い
て
い
る
。
ま
た
、
元
木
泰
雄
・
松
薗
斉
編
『
日
記
で
読
む
日
本
中
世
史︶

6
︵

』
は
、
戦
国
・
織
豊
期
ま
で
多
彩
な

記
主
に
よ
っ
て
書
か
れ
た
日
記
を
取
り
上
げ
、
興
味
深
く
紹
介
し
て
い
る
。
個
々
の
日
記
の
解
説
で
は
、
当
該
日
記
の
成
立
過
程
や
形

態
、
伝
来
に
つ
い
て
論
じ
て
い
る
が
、
焦
点
は
や
は
り
、
日
記
か
ら
読
み
取
る
こ
と
の
で
き
る
情
報
の
豊
か
な
可
能
性
に
置
か
れ
て
お

り
、
や
や
本
文
読
解
に
重
き
が
置
か
れ
て
い
る
。
本
文
を
読
み
進
め
る
た
め
の
古
記
録
学
の
体
系
化
は
な
お
課
題
で
あ
ろ
う
が︶

7
︵

、
そ
れ

と
と
も
に
、
テ
キ
ス
ト
を
読
み
解
く
前
提
と
し
て
の
日
記
の
形
態
論
・
伝
来
論
的
な
史
料
論
も
重
要
で
あ
る
。
前
述
の
紙
背
文
書
に
つ

い
て
の
新
た
な
論
点
や
、
暦
記
と
日
次
記
と
の
関
係︶

8
︵

な
ど
、
課
題
は
少
な
く
な
い
。

そ
こ
で
本
稿
で
は
、
日
記
の
史
料
論
の
一
部
を
な
す
紙
背
文
書
を
対
象
に
、
文
書
の
裏
が
利
用
さ
れ
、
紙
背
文
書
が
発
生
す
る
過
程

を
改
め
て
考
え
て
み
た
い
。
関
心
は
、
日
記
そ
の
も
の
か
ら
や
や
離
れ
、
紙
背
文
書
が
紙
背
文
書
と
な
る
以
前
の
状
態
を
考
え
る
こ
と

に
あ
る
。
そ
の
過
程
で
、
日
記
本
文
に
書
写
さ
れ
る
文
書
、
日
記
の
裏
書
な
ど
に
も
論
及
す
る
が
、
主
た
る
関
心
の
対
象
は
再
利
用
さ

れ
る
料
紙
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
モ
ノ
と
し
て
日
記
が
成
立
す
る
こ
と
に
関
す
る
史
料
論
の
一
部
と
な
ろ
う
が
、
同
時
に
、
日
本
中
世
の

文
書
管
理
史
を
志
向
す
る
も
の
で
も
あ
る
。
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文
書
管
理
史
は
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
学
を
構
成
す
る
文
書
管
理
論
の
歴
史
的
研
究
で
あ
り
、
日
本
中
世
史
に
即
し
た
場
合
、
河
音
能
平
が

比
較
的
早
く
か
ら
そ
の
重
要
性
を
指
摘
し
て
い
た︶

9
︵

。
河
音
の
研
究
は
、
中
世
前
期
を
主
な
対
象
と
し
つ
つ
、
正
倉
院
文
書
か
ら
南
北
朝
・

室
町
期
ま
で
の
事
例
を
扱
っ
て
、
太
政
官
や
諸
権
門
に
お
け
る
文
書
の
管
理
と
廃
棄
に
つ
い
て
、
機
能
論
的
発
想
か
ら
論
じ
た
も
の
で

あ
る
。
主
た
る
論
点
は
、
権
利
証
明
文
書
を
再
発
給
す
る
た
め
の
原
簿
保
管
で
あ
る
。

河
音
の
問
題
関
心
は
『
中
世
文
書
論
の
視
座︶

10
︵

』
を
生
み
出
し
、
文
書
管
理
論
は
惣
村
文
書
論︶

11
︵

、
訴
訟
文
書
論︶

12
︵

と
し
て
成
果
を
生
ん
だ
。

ま
た
、
寺
院
に
お
け
る
文
書
に
つ
い
て
も
成
果
が
蓄
積
さ
れ
た︶

13
︵

。
ま
た
、
上
島
有
が
、
東
寺
文
書
研
究
か
ら
発
展
さ
せ
た
研
究
に
自
覚

的
に
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
学
的
関
心
を
取
り
入
れ
て
精
力
的
に
研
究
を
発
表
し
て
い
る
こ
と
は
、
特
筆
さ
れ
る︶

14
︵

。

近
年
、
厳
島
神
社
に
お
け
る
文
書
管
理
の
分
析
を
ま
と
め
た
松
井
輝
昭
は
、
日
本
中
世
を
対
象
と
し
た
文
書
管
理
史
の
研
究
が
困
難

な
理
由
と
し
て
、
分
析
対
象
と
す
べ
き
中
世
の
状
態
が
伝
え
ら
れ
て
い
な
い
史
料
的
限
界
を
指
摘
し
た︶

15
︵

。
残
さ
れ
た
僅
か
な
情
報
か
ら

文
書
管
理
に
つ
い
て
考
え
よ
う
と
す
る
と
き
、
紙
背
文
書
は
、
中
世
に
再
利
用
さ
れ
た
状
態
が
ほ
ぼ
そ
の
ま
ま
残
っ
て
い
る
稀
有
な
事

例
と
い
え
る
。
廃
棄
ま
で
が
文
書
管
理
史
を
構
成
す
る
と
し
て
も
、
廃
棄
以
前
に
管
理
さ
れ
て
い
た
状
態
を
廃
棄
の
際
の
情
報
か
ら
考

え
る
こ
と
が
で
き
れ
ば
、
紙
背
文
書
を
利
用
し
て
文
書
管
理
に
つ
い
て
検
討
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
こ
こ
に
、
紙
背
文
書
を
対
象
と

し
た
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
学
的
研
究
の
可
能
性
が
生
じ
る
こ
と
に
な
る
。

い
さ
さ
か
前
置
き
が
長
く
な
っ
た
の
で
、
次
章
で
、
紙
背
文
書
を
論
じ
る
前
提
と
し
て
不
可
欠
で
あ
る
、
日
記
の
記
述
・
作
成
に
つ

い
て
論
じ
よ
う
。
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一　

日
記
の
自
筆
本

紙
背
文
書
は
、
典
籍
類
に
も
み
ら
れ
る
が
、
本
稿
で
は
、
文
書
の
裏
が
利
用
さ
れ
る
年
代
や
利
用
し
た
人
物
を
考
え
易
い
自
筆
本
の

日
記
と
し
て
、
南
北
朝
内
乱
初
期
の
下
級
官
人
で
あ
る
中
原
師
守
の
日
記
︵『
師
守
記
』︶
を
対
象
と
す
る
。『
師
守
記
』
に
つ
い
て
は
、

史
料
纂
集
に
収
録
さ
れ
、
比
較
的
利
用
し
易
い
状
態
に
な
っ
て
い
る
と
い
え
る
。
外
記
の
家
と
し
て
は
松
園
斉
が
言
及
し︶

16
︵

、
遠
藤
珠
紀

は
大
炊
寮
の
運
営
を
分
析
し
て
知
行
宮
司
制
を
論
じ
た︶

17
︵

。
森
茂
暁
は
、
師
守
の
兄
・
師
茂
が
文
殿
衆
で
あ
り
、
師
守
も
記
録
所
寄
人
に

任
じ
ら
れ
た
こ
と
か
ら
南
北
朝
内
乱
初
期
の
朝
廷
裁
判
制
度
の
分
析
に
利
用
し
た︶

18
︵

。
こ
の
よ
う
に
『
師
守
記
』
は
多
彩
な
視
点
か
ら
利

用
さ
れ
て
い
る
が
、
史
料
纂
集
の
解
説
で
も
、
こ
れ
が
自
筆
本
で
あ
る
こ
と
は
指
摘
し
て
も
、
そ
れ
以
上
に
は
言
及
し
な
い
。

自
筆
本
に
草
稿
本
と
清
書
本
が
あ
る
こ
と
は
す
で
に
斉
木
一
馬
に
よ
っ
て
指
摘
さ
れ
て
お
り︶

19
︵

、
基
礎
的
な
知
識
で
あ
る
と
思
わ
れ
る

が
、
時
に
意
識
さ
れ
な
か
っ
た
場
合
が
あ
る
。
な
お
、
草
稿
︵
本
︶
と
い
う
用
語
は
、
の
ち
に
清
書
さ
れ
る
こ
と
を
想
定
し
た
表
現
で

あ
り
、
清
書
さ
れ
な
か
っ
た
場
合
を
考
え
る
と
や
や
適
切
さ
を
欠
く
表
現
と
思
わ
れ
る
。
本
稿
で
は
、
毎
日
で
は
な
い
と
し
て
も
そ
の

つ
ど
書
き
連
ね
ら
れ
た
日
記
を
表
す
表
現
と
し
て
書
き
継
ぎ
本
と
い
う
表
記
を
用
い
る
。
某
月
某
日
の
日
記
は
そ
の
日
に
書
か
れ
て
い

る
か
、
後
筆
部
分
は
な
い
か
と
い
う
関
心
は
、
清
書
本
か
書
き
継
ぎ
本
か
と
い
う
疑
問
に
始
ま
る
は
ず
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
本
文
の
み

の
問
題
で
は
な
い
。

日
記
の
紙
背
文
書
の
年
次
比
定
を
行
な
う
と
き
、
自
筆
本
で
あ
る
か
写
本
で
あ
る
か
は
意
識
さ
れ
る
が
、
自
筆
本
の
場
合
、
書
き
継

ぎ
本
で
あ
る
か
清
書
本
で
あ
る
か
の
問
題
に
自
覚
的
で
な
い
場
合
が
あ
る︶

20
︵

。
文
書
と
し
て
紙
を
利
用
︵
一
次
利
用
︶
し
た
の
ち
、
そ
の

裏
を
利
用
し
て
日
記
を
書
く
︵
二
次
利
用
︶
と
い
う
経
緯
を
逆
に
し
て
、
日
記
本
文
の
日
付
よ
り
も
紙
背
文
書
の
年
次
は
古
い
と
す
る

原
則
は
、
清
書
本
に
は
当
て
は
ま
ら
な
い
。
こ
れ
は
写
本
と
同
じ
で
あ
っ
て
、
日
記
本
文
の
日
付
よ
り
も
新
し
い
文
書
が
再
利
用
さ
れ
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る
こ
と
が
当
然
の
よ
う
に
起
こ
る
。

さ
ら
に
、
厳
密
に
言
え
ば
、
書
き
継
ぎ
本
の
場
合
も
、
数
日
分
を
ま
と
め
て
書
く
こ
と
に
な
れ
ば
、
は
じ
め
の
方
の
記
事
で
は
、
そ

の
日
付
よ
り
も
新
し
い
文
書
が
利
用
さ
れ
る
こ
と
は
起
こ
り
得
る
。
か
な
り
細
か
い
こ
と
で
は
あ
る
が
、
こ
れ
は
、
文
書
の
裏
が
い
つ

利
用
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
か
を
考
え
る
と
き
、
注
意
を
要
す
る
。
こ
の
点
は
、『
民
経
記
』
が
記
さ
れ
る
過
程
を
紙
背
文
書
の
分
析

に
よ
っ
て
復
元
し
た
大
村
拓
生
に
よ
っ
て
指
摘
さ
れ
て
い
る︶

21
︵

。
大
村
の
観
察
は
、
文
書
の
裏
が
い
つ
利
用
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
か
よ

り
、
日
記
が
ど
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
っ
た
か︶

22
︵

に
重
点
が
お
か
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
大
村
が
意
図
す
る
日
記
の
史
料
論
で
あ
り
、
本
稿

と
は
関
心
が
や
や
異
な
る︶

23
︵

。
大
村
の
指
摘
に
よ
れ
ば
、『
民
経
記
』
の
記
主
で
あ
る
藤
原
経
光
は
、
出
仕
の
な
い
日
に
数
日
分
を
ま
と

め
て
書
く
こ
と
が
あ
り︶

24
︵

、
そ
の
場
合
、
料
紙
も
ま
と
め
て
用
意
さ
れ
た
。
裏
を
利
用
す
る
文
書
は
、
サ
イ
ズ
を
揃
え
て
積
み
重
ね
ら
れ

て
い
た
と
さ
れ
る
。
そ
の
な
か
に
は
、
経
光
の
父
・
頼
資
が
持
っ
て
い
た
文
書
も
含
ま
れ
て
い
た
。
予
め
用
意
さ
れ
た
料
紙
で
足
り
な

い
場
合
は
、
手
元
に
あ
る
書
状
な
ど
の
な
か
で
直
ち
に
廃
棄
で
き
る
も
の
を
利
用
し
た
。
こ
の
よ
う
に
書
き
継
ぎ
本
の
料
紙
を
観
察
す

る
こ
と
で
、
料
紙
に
利
用
さ
れ
る
文
書
に
二
種
類
の
グ
ル
ー
プ
が
あ
っ
た
こ
と
ま
で
指
摘
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、
書
き
継
ぎ
本
と
い

う
視
点
の
有
効
性
が
理
解
さ
れ
よ
う
。

で
は
、『
師
守
記
』
は
ど
う
か
。『
師
守
記
』
は
ま
ず
、
具
中
暦
お
よ
び
そ
の
紙
背
に
記
し
た
も
の
が
多
く
、
こ
の
点
で
、
尾
上
陽
介

が
想
定
す
る
、
あ
ら
か
じ
め
﹁
日
記
帳
﹂
を
用
意
す
る
方
法︶

25
︵

が
用
い
ら
れ
る
場
合
が
多
か
っ
た
こ
と
に
な
る
。

次
に
、
毎
日
書
き
継
い
だ
か
、
数
日
分
を
ま
と
め
て
書
い
た
か
に
つ
い
て
考
え
た
い
。
ま
と
め
て
書
い
た
結
果
と
み
ら
れ
る
事
例
を

み
て
み
よ
う
。
康
永
元
年
︵
一
三
四
二
︶
五
月
十
一
日
条
の
本
文
に
は
女
院
の
死
去
に
際
し
﹁
雑
訴
奏
事
等
、
何
个
日
被
閣
候
乎
﹂
に

つ
い
て
洞
院
公
賢
か
ら
問
い
合
わ
せ
を
受
け
る
記
述
が
あ
る
。
裏
書
に
は
そ
れ
に
関
す
る
中
原
師
右
の
五
月
十
一
日
付
書
状
が
写
さ
れ

て
お
り
、
続
け
て
、
翌
日
付
の
四
条
隆
持
奉
書
に
よ
る
返
信
も
写
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
返
信
に
は
﹁
件
返
事
翌
日
十
二
日
到
来
﹂
と
あ
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り
、
翌
十
二
日
に
受
け
取
っ
た
書
状
が
前
日
の
裏
書
と
し
て
記
さ
れ
て
い
る
。
康
永
三
年
︵
一
三
四
四
︶
五
月
二
十
九
日
条
で
は
、
神

今
食
卜
形
な
ら
び
に
来
月
分
配
に
つ
い
て
﹁
早
速
今
日
賜
之
﹂
六
月
日
付
の
裏
書
が
五
月
二
十
九
日
条
か
ら
同
年
六
月
一
日
条
に
か
け

て
紙
背
に
あ
る
。
こ
れ
は
、少
な
く
と
も
六
月
一
日
条
ま
で
は
裏
書
を
書
く
だ
け
の
準
備
が
で
き
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
さ
ら
に
、

五
月
三
十
日
・
六
月
一
日
に
裏
書
を
書
く
こ
と
が
な
か
っ
た
た
め
に
可
能
と
な
っ
た
事
態
で
あ
る
か
ら
、
五
月
二
九
日
の
裏
書
を
書
く

段
階
で
六
月
一
日
ま
で
の
本
文
が
記
さ
れ
て
い
た
と
み
る
こ
と
が
合
理
的
で
あ
る
。

さ
ら
に
、
康
永
元
年
︵
一
三
四
二
︶
五
月
三
十
日
～
六
月
三
日
条
の
紙
背
文
書
に
は
、
康
永
元
年
︵
一
三
四
二
︶
六
月
十
一
日
付

廻
文
が
あ
り
、
こ
こ
で
は
、
日
付
の
前
後
関
係
か
ら
、
ま
と
め
て
書
い
た
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
。
ま
た
、
貞
治
五
年
︵
一
三
六
六
︶

十
一
月
十
三
日
条
は
、本
文
に
﹁
十
二
日
之
事
也
﹂﹁
見
十
四
日
記
﹂
と
い
う
傍
注
が
記
さ
れ
て
お
り
、ま
た
頭
書
に
も
﹁
十
四
日
事
也
﹂

と
傍
注
が
あ
る
。
そ
れ
ぞ
れ
、
当
該
条
の
本
文
・
頭
書
に
関
連
記
事
が
あ
り
、
傍
注
が
正
し
い
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
の
日
付
の
錯
簡
は
、

ま
と
め
て
書
い
た
た
め
に
起
こ
っ
た
と
み
ら
れ
る
。

『
師
守
記
』
で
は
受
け
取
っ
た
文
書
を
書
き
写
す
と
き
、文
書
に
記
さ
れ
た
日
付
で
は
な
く
、受
け
取
っ
た
日
付
に
か
け
て
書
き
写
し
、

そ
の
返
事
を
続
け
て
書
き
写
す
傾
向
が
あ
る
。
こ
れ
を
正
確
に
行
な
う
た
め
に
は
、
受
け
取
っ
た
そ
の
日
に
書
き
写
す
こ
と
を
原
則
と

す
る
か
、
文
書
を
整
理
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
そ
の
よ
う
な
錯
簡
は
む
し
ろ
少
数
で
記
主
も
注
意
す
る
で
あ
ろ
う

か
ら
、
基
本
的
に
は
端
裏
書
を
記
す
な
ど
の
整
理
が
で
き
て
い
た
か
、
ほ
ぼ
記
憶
を
誤
る
こ
と
の
な
い
日
数
し
か
ま
と
め
て
か
く
こ
と

は
な
か
っ
た
と
み
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

以
上
、
確
定
的
に
述
べ
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
が
、
師
守
の
日
記
作
成
は
、
複
数
日
の
記
事
を
ま
と
め
て
書
く
こ
と
が
あ
っ
て
も

長
期
に
わ
た
る
こ
と
は
な
く
、
康
永
元
年
︵
一
三
四
二
︶
五
月
末
か
ら
翌
六
月
初
旬
に
至
る
時
期
は
、
例
外
的
に
遅
れ
て
記
述
し
た
の

で
は
な
い
か
と
み
ら
れ
る
。『
師
守
記
』
の
日
記
本
文
は
ほ
ぼ
リ
ア
ル
タ
イ
ム
で
記
述
さ
れ
た
と
み
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
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二　

裏
書
と
本
文

『
師
守
記
』
を
通
覧
し
て
ほ
ぼ
全
体
に
わ
た
っ
て
指
摘
で
き
る
こ
と
は
、
公
事
に
つ
い
て
の
問
い
合
わ
せ
に
回
答
す
る
記
述
が
多
い

こ
と
で
あ
る
。
暦
応
四
年
︵
一
三
四
一
︶
正
月
十
四
日
、
師
茂
は
洞
院
公
賢
か
ら
公
卿
補
任
の
年
月
日
に
つ
い
て
の
不
審
に
つ
い
て
問

い
合
わ
せ
を
受
け
回
答
し
た
。
さ
ら
に
翌
日
も
尋
ね
ら
れ
、
不
審
に
つ
い
て
尋
ね
ら
れ
る
こ
と
は
﹁
面
目
之
至
﹂
と
前
置
き
し
て
回
答

し
た
。
尋
ね
ら
れ
る
器
量
を
自
負
し
た
表
現
と
い
え
よ
う
。
松
薗
斉
が
指
摘
し
た
外
記
の
﹁
日
記
の
家
﹂
と
し
て
の
職
能
が
実
感
さ
れ

る︶
26
︵

。調
査
し
回
答
し
た
結
果
は
、﹁
勘
例
注
裏
﹂
な
ど
と
書
い
て
裏
書
に
記
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
。
こ
の
場
合
、﹁
注
裏
﹂
の
記
載
が
な
く

て
も
裏
書
に
記
さ
れ
る
こ
と
が
あ
り
、﹁
注
裏
﹂
記
載
の
有
無
は
必
ず
し
も
一
定
し
な
い
。
ま
た
﹁
注
左
﹂
と
書
い
て
か
ら
﹁
左
﹂
の

字
を
見
セ
消
チ
に
し
て
﹁
裏
﹂
と
書
き
直
す
こ
と
が
あ
る
。﹁
注
裏
﹂
と
の
記
述
の
あ
と
、
ほ
か
の
記
事
が
続
く
こ
と
も
あ
り
、
そ
の

記
事
の
文
頭
に
﹁
後
聞
﹂、
あ
る
い
は
文
末
に
﹁
云
々
﹂
と
あ
る
場
合
、
裏
書
だ
け
を
後
日
の
書
入
れ
と
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
裏

書
は
表
側
に
続
け
て
書
こ
う
と
し
て
考
え
を
変
え
た
場
合
や
、
は
じ
め
か
ら
裏
に
書
く
つ
も
り
で
あ
っ
た
場
合
が
あ
っ
た
と
推
定
さ
れ

る
。
と
す
れ
ば
、
裏
書
は
単
に
料
紙
の
表
に
書
き
切
れ
な
い
か
ら
裏
に
書
く
だ
け
で
は
な
く
、
裏
に
表
よ
り
低
い
位
置
付
け
と
し
て
の

意
味
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
勘
例
は
そ
の
ま
ま
続
け
て
引
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
も
あ
り
、
同
じ
趣
旨
の
勘
例
や
諷
誦
文
が
、
表
に

書
か
れ
た
り
裏
書
に
な
っ
た
り
す
る
こ
と
も
あ
り
、
そ
の
時
々
の
判
断
に
よ
る
と
し
か
理
解
で
き
な
い
。﹁
日
記
の
家
﹂
の
記
録
者
と

し
て
、
こ
の
よ
う
な
勘
申
に
自
己
の
存
在
意
義
を
認
め
て
い
た
の
か
も
し
れ
な
い
が
、
問
い
合
わ
せ
の
対
象
は
制
符
︵
新
制
︶
や
幕
府

法
に
及
び
、
手
持
ち
の
日
記
を
書
写
し
て
提
出
す
る
こ
と
も
求
め
ら
れ
て
い
る
。
一
方
で
、
貞
和
元
年
︵
一
三
四
五
︶
十
二
月
九
日
条

の
頭
書
で
は
、
興
福
寺
の
嗷
訴
張
本
に
つ
い
て
裁
判
の
先
例
を
尋
ね
ら
れ
た
と
き
に
は
、
先
例
が
あ
っ
た
と
し
て
も
こ
れ
を
勘
申
し
な
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い
こ
と
が
故
実
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
尋
ね
ら
れ
た
事
項
に
つ
い
て
持
て
る
情
報
を
総
動
員
し
て
答
え
る
だ
け
が
﹁
日
記
の
家
﹂
の
機

能
で
は
な
く
、
出
す
べ
き
で
は
な
い
情
報
に
つ
い
て
は
出
さ
な
い
と
い
う
職
務
へ
の
自
負
と
完
成
度
が
窺
え
る
。

こ
れ
ら
に
共
通
し
て
い
る
の
は
、
そ
れ
ま
で
に
蓄
積
さ
れ
た
知
識
へ
の
依
存
で
あ
り
、﹁
日
記
の
家
﹂
で
な
く
て
は
不
可
能
な
職
能

で
あ
る
。
貞
治
三
年
︵
一
三
六
四
︶
五
月
七
日
条
本
文
で
は
、
坂
上
明
宗
か
ら
文
書
が
入
っ
た
櫃
・
皮
子
二
十
合
を
預
か
っ
て
お
り︶

27
︵

、

文
庫
の
保
管
機
能
が
評
価
さ
れ
て
い
た
と
み
ら
れ
る
。
し
か
し
、『
師
守
記
』
が
新
た
に
獲
得
し
た
公
事
情
報
は
決
し
て
豊
か
で
あ
る

と
は
言
え
ず
、
家
政
に
つ
い
て
も
充
実
し
て
い
る
と
は
い
い
難
い
。『
師
守
記
』
に
新
た
に
記
さ
れ
た
情
報
が
、
は
た
し
て
将
来
、
参

照
に
利
用
で
き
る
の
か
と
疑
問
を
覚
え
ざ
る
を
得
な
い
。
著
名
な
異
国
牒
状︶

28
︵

に
つ
い
て
も
先
例
勘
申
の
部
分
で
あ
り
、
先
例
勘
申
こ
そ

が
『
師
守
記
』
の
得
意
と
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
な
ら
、﹁
日
記
の
家
﹂
の
先
細
り
が
予
想
さ
れ
る
。
中
世
後
期
の
日
記
の
特
徴
と
し
て

松
薗
斉
が
指
摘
し
た
よ
う
に︶

29
︵

、
参
照
さ
れ
る
べ
き
日
記
に
な
ら
な
か
っ
た
一
例
と
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
こ
れ
は
、
師
守

へ
も
た
ら
さ
れ
る
情
報
量
が
圧
倒
的
に
少
な
い
た
め
で
あ
り
、
そ
れ
は
こ
の
段
階
で
は
公
事
が
行
な
わ
れ
な
い
か
ら
と
い
う
よ
り
も
、

家
長
で
あ
る
師
茂
が
入
手
し
う
る
情
報
の
質
と
量
の
制
約
に
起
因
す
る
と
こ
ろ
が
大
き
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

『
師
守
記
』
本
文
で
目
に
付
く
も
の
に
、
朝
廷
訴
訟
審
議
機
構
と
し
て
の
文
殿
・
記
録
所
に
つ
い
て
の
記
述
が
あ
る
。
し
か
し
、
こ

れ
ら
に
つ
い
て
、
師
守
の
記
述
は
概
し
て
簡
単
で
あ
る︶

30
︵

。﹁
不
参
﹂﹁
無
之
﹂
が
多
く
、
そ
れ
ら
が
機
能
し
て
い
た
の
か
疑
わ
し
く
思
え

る
ほ
ど
、
活
動
の
停
滞
が
窺
え
る
こ
と
が
一
因
と
考
え
ら
え
る
。

と
こ
ろ
が
、
こ
の
よ
う
な
記
述
が
ほ
ぼ
一
変
す
る
と
こ
ろ
が
あ
る
。
そ
の
契
機
は
、
貞
治
元
年
︵
一
三
六
二
︶
十
月
三
日
本
文
に
記

さ
れ
た
記
録
所
寄
人
結
番
交
名
に
よ
っ
て
、
ほ
か
な
ら
ぬ
師
守
自
身
が
記
録
所
寄
人
に
補
せ
ら
れ
た
こ
と
が
確
認
さ
れ
て
か
ら
で
あ

る︶
31
︵

。
文
殿
廻
文
の
紙
背
文
書
が
残
っ
て
い
る
康
永
三
年
︵
一
三
四
四
︶
四
月
の
『
師
守
記
』
本
文
・
裏
書
に
は
文
殿
廻
文
は
ひ
と
つ
も

写
さ
れ
ず
、
貞
治
元
年
︵
一
三
六
二
︶
十
月
記
も
同
様
で
あ
る
が
、
貞
治
元
年
︵
一
三
六
二
︶
十
一
月
記
に
な
る
と
、
本
文
に
一
通
、
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裏
書
に
二
通
が
写
さ
れ
て
い
る︶

32
︵

。
日
記
の
記
述
自
体
が
増
え
て
い
る
の
で
あ
る
が
、記
録
所
の
活
動
の
記
述
も
多
く
み
ら
れ
る
。
新
任
・

師
守
の
気
負
い
を
感
じ
な
い
わ
け
に
は
い
か
な
い
が
、
師
守
は
師
茂
か
ら
訴
訟
文
書
を
回
覧
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
そ
も
そ
も
入
手
で

き
る
情
報
量
が
増
え
て
い
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
こ
れ
は
記
録
所
・
文
殿
が
朝
廷
訴
訟
審
議
機
構
に
位
置
付
け
ら
れ
、
外
記
が
文
書

の
専
門
家
と
し
て
寄
人
に
任
じ
ら
れ
た
こ
と
か
ら
起
こ
る
新
た
な
職
能
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
時
期
に
つ
い
て
、
森
茂
暁
は
朝
廷
訴

訟
審
議
機
構
の
縮
小
・
統
合
を
指
摘
し
て
い
る︶

33
︵

。
師
守
の
努
力
の
結
果
は
、
限
定
さ
れ
た
場
面
で
の
精
緻
化
に
お
い
て
、
参
照
利
用
が

期
待
で
き
た
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
か
。

以
上
を
、
文
書
を
受
け
取
っ
て
日
記
に
記
す
場
面
に
置
き
換
え
て
み
よ
う
。
受
け
取
っ
た
文
書
を
本
文
に
続
け
て
書
く
か
、
裏
書
に

書
く
か
、
文
書
の
内
容
・
性
格
に
よ
っ
て
一
定
の
基
準
が
設
け
ら
れ
て
い
た
と
は
考
え
難
い
。
そ
の
時
々
の
判
断
に
拠
っ
て
い
る
。
そ

し
て
、
日
記
に
書
き
写
す
こ
と
が
な
か
っ
た
文
書
は
、
一
定
期
間
保
存
さ
れ
、
再
利
用
に
回
さ
れ
た
。
こ
う
し
て
、
紙
背
文
書
が
成
立

す
る
。

な
お
、『
師
守
記
』
暦
応
四
年
︵
一
三
四
一
︶
三
月
十
八
日
条
本
文
に
は
、
大
炊
寮
領
摂
津
国
豊
島
中
条
六
車
御
稲
田
を
論
所
と
す

る
同
年
二
月
二
十
七
日
足
利
直
義
裁
許
状
が
書
き
写
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
日
付
の
差
は
、
実
際
に
下
知
状
が
も
た
ら
さ
れ
た
そ
の
日
に

記
さ
れ
た
た
め
で
あ
る
。
暦
応
二
年
︵
一
三
三
九
︶
八
月
二
十
九
日
条
紙
背
の
大
炊
寮
領
摂
津
国
豊
島
中
条
六
車
御
稲
田
雑
掌
善
覚
重

申
状
は
、
建
武
四
・
五
年
︵
一
三
三
七
・
一
三
三
八
︶
以
来
の
摂
津
国
御
家
人
走
井
孫
九
郎
ら
に
よ
る
供
御
米
の
抑
留
停
止
を
要
求
し
て

い
る
。
こ
の
申
状
は
本
文
の
終
わ
り
近
く
で
切
れ
て
い
て
、
年
次
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
建
武
五
年
以
後
の
も
の
で

あ
る
こ
と
は
確
実
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
相
論
は
実
際
に
解
決
す
る
こ
と
は
難
し
い
の
で
、
暦
応
二
年
︵
一
三
三
九
︶
八
月
二
十
九
日

以
後︶

34
︵

、
再
々
度
の
訴
状
が
出
さ
れ
た
可
能
性
も
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
結
果
の
直
義
裁
許
状
で
あ
る
か
ら
、
当
然
、
大
炊
寮
領
を
管
領
す

る
師
守
の
家
と
し
て
は
公
験
と
し
て
保
管
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
と
す
れ
ば
、
日
記
に
書
き
写
さ
れ
た
文
書
は
そ
れ
で
廃
棄
さ
れ
た
の
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で
は
な
く
、
そ
れ
も
ま
た
保
存
さ
れ
た
と
み
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

三　

紙
背
文
書

︵
一
︶
八
朔
の
書
状
群

『
師
守
記
』
紙
背
文
書
の
う
ち
、
一
定
の
ま
と
ま
り
が
み
ら
れ
る
の
は
、
内
容
に
注
目
す
れ
ば
、
訴
訟
関
係
文
書
、
文
殿
廻
文
、
八

朔
に
関
す
る
書
状
、
家
領
に
関
す
る
文
書
群
︵
訴
訟
関
係
を
含
む
︶
が
挙
げ
ら
れ
る
。

こ
の
う
ち
、
八
朔
の
書
状
に
つ
い
て
は
、
他
の
ま
と
ま
り
と
異
な
り
、
少
し
ず
つ
料
紙
に
利
用
さ
れ
た
結
果
が
ひ
と
つ
の
ま
と
ま
り

と
し
て
把
握
で
き
る
。
康
永
三
年
︵
一
三
四
四
︶
八
月
十
一
日
条
頭
書
と
の
対
応
に
よ
っ
て
年
次
の
推
定
が
可
能
で
あ
り
、そ
こ
か
ら
、

書
状
と
同
じ
年
次
の
八
月
の
記
事
を
記
す
料
紙
に
利
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
特
徴
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
。
師
守
は
家
で
受
け
取
っ
た
八

朔
の
書
状
を
、
あ
ま
り
間
を
置
か
ず
再
利
用
に
回
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
れ
は
、
ど
の
よ
う
な
意
味
を
持
つ
の
で
あ
ろ
う
か
。
紙
背
文
書
の
一
般
的
理
解
に
従
え
ば
、
書
状
は
長
く
保
管
す
る
必
要
も
な
い

の
で
、
料
紙
と
し
て
再
利
用
さ
れ
る
。『
民
経
記
』
紙
背
文
書
に
つ
い
て
分
析
し
た
大
村
拓
生
の
指
摘
を
援
用
す
れ
ば
、
た
ま
た
ま
手

元
に
あ
っ
た
、
不
要
と
な
っ
た
ば
か
り
の
書
状
の
裏
を
料
紙
と
し
て
使
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
の
場
合
は
、
不
要
と
判
断
さ
れ

て
再
利
用
さ
れ
る
ま
で
が
き
わ
め
て
短
期
間
で
あ
っ
た
こ
と
に
な
る︶

35
︵

。

あ
る
い
は
、
誰
か
ら
八
朔
の
慶
が
来
た
か
と
い
う
こ
と
を
記
録
す
る
必
要
が
あ
っ
て
、
紙
背
文
書
と
し
た
の
で
あ
れ
ば
、
他
の
年
に

も
同
様
の
事
態
が
確
認
で
き
る
は
ず
で
あ
る
。
し
か
し
、
他
の
年
の
八
月
に
は
そ
の
よ
う
な
ま
と
ま
り
を
見
出
す
こ
と
は
で
き
ず
、
記

録
の
必
要
が
あ
っ
た
と
は
判
断
し
難
い
。
そ
れ
で
は
、
康
永
三
年
︵
一
三
四
四
︶
に
限
り
八
朔
の
書
状
が
ま
と
ま
っ
て
再
利
用
さ
れ
た
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の
は
何
故
か
。

師
守
が
書
き
物
を
す
る
の
は
、
こ
の
『
師
守
記
』
だ
け
で
は
な
い
。
師
茂
へ
の
問
い
合
わ
せ
で
あ
っ
て
も
、
勘
文
や
、
書
写
を
依
頼

さ
れ
た
日
記
な
ど
、
師
守
の
筆
も
し
く
は
指
示
に
よ
る
も
の
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
大
村
拓
生
は
、『
民
経
記
』
と
共
通
す
る
紙

背
文
書
を
持
つ
『
弁
官
補
任
』
の
存
在
を
指
摘
し
て
い
る︶

36
︵

。
藤
原
経
光
が
筆
を
執
っ
た
の
は
、『
民
経
記
』
だ
け
に
限
ら
な
い
の
で
あ

る
。
と
す
れ
ば
、
前
述
の
問
い
は
そ
れ
自
体
が
無
意
味
と
な
る
。
他
の
年
、
他
で
利
用
さ
れ
た
、
そ
の
年
の
八
朔
の
書
状
の
行
方
は
現

状
で
は
不
明
と
せ
ざ
る
を
得
な
い
が
、『
師
守
記
』
以
外
で
の
利
用
が
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
は
で
き
な
い
。
言
い
換
え
れ
ば
、
不
要

と
判
断
さ
れ
た
文
書
の
再
利
用
は
、す
べ
て
が
『
師
守
記
』
に
反
映
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
こ
と
に
な
る
。
と
す
れ
ば
、﹁
日
記
の
家
﹂

が
必
要
と
す
る
料
紙
の
量
は
予
想
以
上
に
多
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
紙
背
文
書
が
存
在
す
る
理
由
が
あ
ら
た
め
て
窺
わ
れ
よ
う
。

︵
二
︶
紙
背
文
書
の
年
次
か
ら
み
る
文
書
管
理

つ
ぎ
に
、
現
存
す
る
『
師
守
記
』
の
紙
背
文
書
の
う
ち
、
年
次
が
記
さ
れ
て
い
る
も
の
に
注
目
し
て
、
そ
れ
が
い
つ
の
日
記
本
文
の

紙
背
と
な
っ
て
い
る
か
を
み
て
み
よ
う
。
年
次
の
記
載
が
あ
る
以
外
に
、
年
次
が
確
定
で
き
る
も
の
と
後
筆
の
可
能
性
が
あ
る
付
年
号

を
﹇
﹈
で
示
し
、
抽
出
し
た
。
後
年
の
『
師
守
記
』
に
は
、
勘
例
と
思
わ
れ
、
裏
書
に
相
当
す
る
も
の
と
紙
背
文
書
の
区
別
が
つ
き
難

い
も
の
も
あ
り
、
こ
れ
ら
は
除
外
し
た
。
以
上
の
作
業
の
結
果
が
表
で
あ
る
。

具
中
暦
・
仮
名
暦
に
つ
い
て
は
、
当
該
年
次
が
終
わ
る
と
直
ち
に
再
利
用
さ
れ
た
も
の
が
複
数
年
に
あ
り
、
八
朔
の
書
状
と
同
じ
よ

う
に
不
要
↓
再
利
用
の
判
断
は
早
か
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

文
殿
廻
文
で
は
、
康
永
二
年
︵
一
三
四
三
︶
の
も
の
が
一
通
利
用
さ
れ
て
い
る
ほ
か
は
、
康
永
三
年
︵
一
三
四
四
︶
一
月
～
四
月
の

も
の
が
集
中
的
に
現
れ
て
い
る
。
康
永
三
年
︵
一
三
四
四
︶
四
月
九
日
付
の
廻
文
は
同
年
七
月
の
日
記
に
利
用
さ
れ
て
い
る
の
で
、
不
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表　『師守記』紙背文書の年次
巻次 記事の年月 年次が判明する紙背文書

1 暦応2年（1339）7-9月 ［建武5年（1338）以後］訴状
2 暦応2年（1339）10-12月 建武2年（1335）2月日訴状＋副進文書
7 康永元年（1342）4-6月 康永元年（1342）6月11日廻文
11 康永3年（1344）6月 康永2年（1343）9月5日文殿廻文
12 康永3年（1344）8月 ［康永3年（1344）］8月書状
14 康永4年（1345）2月 康永3年（1344）12月22日年貢請取状
18 康永4年（1345）7月 康永3年（1344）4月9日文殿廻文

29 貞和5年（1349）7-8月

康永3年（1344）閏2月10日文殿廻文・同年3月12日（3
通）、同年3月25日（2通）、同年3月25日文殿廻文、同
年2月11日文殿廻文・同年3月3日文殿廻文・同年3月
12日・同年4月1日文殿廻文

30 貞和5年（1349）9月

康永3年（1344）2月12日文殿廻文・同年2月19日文殿
廻文（2通）・同年2月26日文殿廻文（2通）・同年3月3
日文殿廻文（2通）、同年1月27日文殿廻文（2通）・同
年1月28日文殿廻文・同年1月29日文殿廻文・同年2月
25日文殿廻文・同年2月25日文殿廻文（2通）・同年2
月26日文殿廻文

32 貞和5年（1349）12月 康永3年（1344）1月29日文殿廻文（6通）・同年2月11
日文殿廻文・同年2月12日文殿廻文

39 貞治2年（1363）閏1月 貞治元年（1362）12月25日奉書・同年12月25日年貢
借用状

42 貞治3年（1363）2月 正平7年（1352）3月9日請文、文保2年（1318）3月日訴状、
文保元年（1317）6月日、文保元年（1317）5月日（2通）

43 貞治3年（1364）2-3月

文保2年（1318）2月28日六波羅御教書、文保元年（1317）
12月日訴状、文保元年（1317）2月21日六波羅御教書
（3通）、文保元年（1317）12月日訴状、文保2年（1318）
3月日訴状、文保2年（1318）3月日訴状（前欠）、［文
保元年（1317）］6月11日挙状、承久3年（1221）8月
24日関東下知状

44 貞治3年（1364）4月

延慶4年（1311）3月16日中原俊茂譲状、貞和2年（1346）
2月10日尼めうゑん譲状、貞和5年（1349）2月10日か
うしゆ女譲状、康永元年（1342）6月20日諸官評定文、
康永元年（1342）6月20日検非違使別当宣、康永元年
（1342）6月20日検非違使庁下文、正治元年（1199）9
月8日官宣旨、正和5年（1316）4月27日請文（家領年
貢進上）2通、［貞和元年（1345）8月以降］目安、建
武3年（1336）8月13日足利尊氏御判御教書2通

45 貞治3年（1364）5月 貞治2年（1363）9月26日斯波義将奉書2通、貞和4年
（1348）7月日訴状

56 貞治6年（1367）4月 ［文和3年（1354）］5月22日書状、文和3年（1354）5
月日目安

57 貞治6年（1367）5月（1-9日） 建武2年（1335）9月日宣命、建武5年（1338）8月□
□日宣命

58 貞治6年（1367）5月（10-30日）
貞和4年7月1日（1348）文殿廻文、元弘元年（1331）
12月日勘文、永仁7年（1299）6月3日伏見院宣、弘安
8年（1285）7月10日奉書

61 貞治6年（1367）8月 貞治6年（1367）6月訴状
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要
↓
再
利
用
に
至
る
期
間
は
、
数
か
月
ほ
ど
で
あ
っ
た
と
わ
か
る
が
、
こ
の
廻
文
の
前
後
の
日
付
の
廻
文
が
貞
和
五
年
︵
一
三
四
九
︶

七
月
～
十
二
月
に
ま
と
ま
っ
て
再
利
用
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
ま
と
ま
り
と
単
独
で
利
用
さ
れ
た
康
永
三
年
︵
一
三
四
四
︶
四
月
九

日
付
の
文
殿
廻
文
に
、
論
所
が
家
領
で
あ
る
か
否
か
と
い
っ
た
訴
論
人
と
の
関
係
で
異
な
る
点
は
見
出
せ
な
い
。
と
す
る
と
、
管
理
の

違
い
は
内
容
と
は
無
関
係
で
あ
っ
た
こ
と
に
な
る
。
こ
の
点
、
も
う
一
通
、
康
永
二
年
︵
一
三
四
三
︶
の
廻
文
が
単
独
で
紙
背
文
書
と

な
っ
て
い
る
こ
と
は
、
こ
の
不
規
則
な
文
書
の
管
理
方
法
を
想
定
す
る
こ
と
の
不
自
然
さ
を
少
し
だ
け
解
消
す
る
。
師
守
の
家
で
の
文

書
管
理
は
少
し
ば
か
り
厳
密
さ
を
欠
い
て
い
た
の
で
あ
る
。

自
筆
書
き
継
ぎ
本
で
あ
る
こ
と
を
前
提
と
し
て
、
紙
背
文
書
の
年
次
と
表
の
日
記
の
年
次
の
差
を
、
不
要
↓
再
利
用
に
至
る
期
間
と

み
る
と
、
①
比
較
的
近
接
し
て
い
る
も
の
、
②
や
や
離
れ
て
い
る
と
み
ら
れ
る
も
の
、
③
紙
背
文
書
の
年
次
が
や
や
長
期
に
わ
た
る
も

の
、
以
上
三
つ
に
分
け
ら
れ
る
。
家
領
な
ど
家
政
文
書
で
は
、
上
の
三
種
が
い
ず
れ
も
確
認
で
き
る
。
全
体
の
傾
向
と
し
て
、
は
じ
め

①
が
多
く
、③
は
現
存
す
る
『
師
守
記
』
の
終
わ
り
の
方
に
み
ら
れ
る
。
②
は
、前
述
の
文
殿
廻
文
の
ほ
か
、建
武
二
年
︵
一
三
三
五
︶、

文
保
元
年
︵
一
三
一
七
︶
年
～
二
年
︵
一
三
一
八
︶
の
訴
訟
文
書
な
ど
に
み
ら
れ
る
。
建
武
二
年
︵
一
三
三
五
︶
の
も
の
は
庭
中
訴
状

と
そ
の
副
申
文
書
で
あ
り
、
本
来
ひ
と
つ
の
ま
と
ま
り
で
あ
る
。
文
保
元
年
︵
一
三
一
七
︶
～
二
年
︵
一
三
一
八
︶
の
も
の
は
、
大
炊

寮
領
に
関
す
る
も
の
で
、
因
幡
国
四
部
保
に
つ
い
て
の
文
保
元
年
︵
一
三
一
七
︶
五
月
日
訴
状
︵
一
通
は
年
貢
抑
留
の
停
止
要
求
、
も

う
一
通
は
検
注
実
現
要
求
︶、
河
内
国
河
内
郡
御
稲
に
つ
い
て
の
文
保
元
年
︵
一
三
一
七
︶
五
月
日
訴
状
と
︵
年
欠
︶
五
月
十
四
日
中

原
師
茂
挙
状
、
河
内
国
石
川
郡
四
条
御
稲
に
つ
い
て
の
文
保
二
年
︵
一
三
一
八
︶
三
月
日
訴
状
で
あ
る
。
河
内
国
内
を
論
所
と
す
る
二

通
に
は
、
見
セ
消
チ
に
よ
る
修
正
が
あ
る
。
師
茂
の
挙
状
は
六
波
羅
探
題
・
北
条
維
貞
を
宛
て
先
と
し
て
お
り
、
正
文
で
は
な
い
。
い

ず
れ
も
挙
状
が
発
給
さ
れ
た
際
の
控
え
と
み
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
こ
れ
ら
は
、
大
炊
寮
領
に
つ
い
て
六
波
羅
探
題
に
訴
え
る
と
い
う

共
通
項
が
あ
り
、
あ
わ
せ
て
年
次
の
近
接
が
挙
げ
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
の
特
徴
が
、
紙
背
文
書
と
し
て
ひ
と
つ
の
ま
と
ま
り
と
な
っ
て
い
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る
理
由
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
不
要
と
判
断
さ
れ
る
以
前
も
こ
の
よ
う
に
ま
と
ま
っ
て
い
た
と
推
定
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
そ
し
て
、

こ
れ
ら
の
訴
状
に
対
し
て
発
給
さ
れ
た
可
能
性
が
あ
る
六
波
羅
御
教
書
／
下
知
状
は
紙
背
文
書
に
み
ら
れ
な
い
こ
と
か
ら
、
少
な
く
と

も
、
訴
状
・
挙
状
と
い
っ
し
ょ
に
は
保
管
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
と
考
え
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。

使
節
／
守
護
に
発
向
を
命
じ
た
御
教
書
で
あ
っ
て
も
、
そ
れ
に
よ
っ
て
利
益
が
実
現
す
れ
ば
間
接
的
に
訴
人
に
利
益
を
も
た
ら
し
た

と
み
る
こ
と
は
で
き
る
。
し
た
が
っ
て
、
手
続
き
文
書
と
は
別
に
保
管
さ
れ
た
と
考
え
る
こ
と
も
で
き
よ
う
。
た
だ
し
、
貞
治
三
年

︵
一
三
六
四
︶
五
月
記
紙
背
の
貞
治
二
年
︵
一
三
六
三
︶
九
月
二
十
六
日
斯
波
義
将
奉
書
二
通
は
、
元
弘
以
後
新
恩
地
の
年
貢
救
済︶

37
︵

を

両
使
に
命
じ
る
正
文
で
あ
り
、
再
利
用
さ
れ
る
ま
で
の
期
間
も
そ
れ
ほ
ど
長
く
は
な
い
。
文
殿
廻
文
の
事
例
と
同
様
と
み
て
よ
く
、
師

守
の
感
覚
で
は
、
こ
の
よ
う
な
文
書
が
手
続
き
文
書
と
認
識
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。

③
に
相
当
す
る
の
は
、
ま
ず
貞
治
三
年
︵
一
三
六
四
︶
四
月
記
の
紙
背
文
書
で
あ
る
。
こ
れ
ら
は
、
年
次
は
長
期
に
わ
た
っ
て
い
る

が
、
概
ね
論
所
ご
と
に
再
利
用
さ
れ
て
お
り
、
ひ
と
つ
の
論
所
で
は
ひ
と
つ
の
年
次
か
、
ほ
ぼ
近
接
し
た
ま
と
ま
り
と
な
っ
て
い
る
。

も
っ
と
も
長
い
も
の
で
、四
条
坊
門
大
宮
の
屋
地
に
関
し
て
延
慶
四
年
︵
一
三
一
一
︶
か
ら
貞
和
五
年
︵
一
三
四
九
︶
に
及
ん
で
い
る
。

こ
の
な
か
に
は
、
康
永
元
年
︵
一
三
四
二
︶
諸
官
評
定
文
・
検
非
違
使
庁
別
当
宣
・
検
非
違
使
庁
下
文
に
よ
る
安
堵
が
含
ま
れ
て
お
り
、

さ
ら
に
そ
の
後
の
譲
与
安
堵
申
請
の
際
の
副
申
文
書
の
控
え
も
し
く
は
案
文
で
は
な
か
っ
た
か
と
推
定
さ
れ
る
が
、
当
の
譲
与
安
堵
申

請
に
関
す
る
文
書
は
み
あ
た
ら
な
い
。
こ
れ
ら
の
紙
背
文
書
に
は
、
大
炊
寮
領
に
対
す
る
国
役
免
除
の
正
治
元
年
︵
一
一
九
九
︶
九
月

八
日
官
宣
旨
や
建
武
三
年
︵
一
三
三
六
︶
八
月
十
三
日
足
利
尊
氏
御
判
御
教
書
二
通
の
よ
う
に
家
領
に
関
わ
る
も
の
も
含
ま
れ
て
い
る

が
、
い
ず
れ
も
案
文
で
あ
り
、
公
験
と
し
て
保
管
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
は
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
注
意
す
べ
き
は
、
こ
れ
ら
の
紙
背
文

書
が
お
よ
そ
論
所
ご
と
に
な
っ
て
い
て
、
年
次
は
考
慮
さ
れ
て
い
な
い
よ
う
に
み
え
る
こ
と
で
あ
る
。
当
事
者
と
し
て
保
管
し
た
の
で

は
な
い
、
訴
訟
関
係
︵
上
申
︶
文
書
で
あ
れ
ば
、
関
与
し
た
時
期
の
近
い
も
の
が
ま
と
め
ら
れ
て
よ
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
再
利
用
さ
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れ
る
前
の
段
階
で
は
、
内
容
に
よ
る
簡
単
な
整
理
が
行
な
わ
れ
た
だ
け
で
あ
り
、
し
か
し
、
記
さ
れ
た
年
次
は
古
い
案
文
が
残
さ
れ
て

い
た
と
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

い
ま
ひ
と
つ
、
一
見
す
る
と
③
に
相
当
す
る
も
の
に
、
貞
治
六
年
︵
一
三
六
七
︶
五
月
︵
十
～
三
十
日
︶
記
が
挙
げ
ら
れ
る
。
こ
の

紙
背
に
は
、
貞
和
四
年
︵
一
三
四
八
︶
七
月
一
日
文
殿
廻
文
、
元
弘
元
年
︵
一
三
三
一
︶
十
二
月
日
勘
文
、
永
仁
七
年
︵
一
二
九
九
︶

六
月
三
日
伏
見
上
皇
院
宣
、
弘
安
八
年
︵
一
二
八
五
︶
七
月
十
日
奉
書
が
含
ま
れ
て
お
り
、
年
次
は
や
や
間
隔
が
空
い
て
い
る
。
し
か

し
、
文
殿
廻
文
を
除
け
ば
、
残
る
三
通
に
は
伊
勢
神
宮
の
遷
宮
に
関
す
る
記
載
が
あ
る
。
こ
こ
で
も
、
年
次
で
は
な
く
、
内
容
に
よ
る

ま
と
め
が
な
さ
れ
て
い
た
と
み
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

以
上
の
よ
う
に
み
て
く
る
と
、
八
朔
関
係
も
年
次
に
よ
る
ま
と
ま
り
と
み
る
こ
と
は
可
能
で
あ
る
が
、
内
容
で
も
ま
と
ま
っ
て
い
る
。

師
守
が
紙
背
を
利
用
し
た
文
書
は
、
再
利
用
さ
れ
る
前
の
段
階
で
内
容
に
よ
っ
て
簡
単
に
ま
と
め
ら
れ
て
い
た
と
み
る
こ
と
が
で
き
よ

う
。
家
領
に
関
す
る
も
の
で
あ
れ
ば
論
所
ご
と
に
ま
と
め
て
お
け
ば
参
照
す
る
場
合
に
役
立
つ
こ
と
が
多
い
と
思
わ
れ
る
が
、
訴
訟
な

い
し
上
申
に
関
わ
っ
た
の
み
の
文
書
も
ま
た
、内
容
に
よ
っ
て
分
け
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
参
照
の
た
め
に
保
管
す
る
の
で
あ
れ
ば
、

こ
の
方
法
は
有
効
で
あ
る
。
外
記
の
勘
申
機
能
は
、
こ
の
よ
う
な
整
理
・
保
管
方
法
が
あ
っ
て
機
能
し
た
と
考
え
ら
れ
よ
う
。

あ
ら
た
め
て
『
師
守
記
』
紙
背
文
書
を
概
観
す
る
と
、
現
存
す
る
日
記
の
終
わ
り
近
く
で
あ
る
貞
治
年
間
に
は
、
案
文
で
あ
っ
て
も

貞
和
年
間
︵
一
三
四
五
～
一
三
五
〇
︶
後
半
が
ひ
と
つ
の
下
限
と
な
っ
て
い
る
よ
う
に
み
ら
れ
る
。
一
方
、
康
永
四
年
︵
一
三
四
五
︶

末
か
ら
貞
和
年
間
︵
一
三
四
五
～
一
三
五
〇
︶
に
は
康
永
三
年
︵
一
三
四
四
︶
あ
た
り
の
文
書
が
利
用
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
暦
応

二
年
︵
一
三
三
九
︶
十
～
十
二
月
記
に
建
武
二
年
︵
一
三
三
五
︶
二
月
日
の
文
書
が
用
い
ら
れ
、
前
述
の
貞
治
三
年
︵
一
三
六
四
︶
二

月
記
と
貞
治
三
年
︵
一
三
六
四
︶
二
～
三
月
記
に
文
保
元
年
︵
一
三
一
七
︶
～
文
保
二
年
︵
一
三
一
八
︶
の
文
書
が
用
い
ら
れ
、
貞
治

六
年
︵
一
三
六
七
︶
四
月
記
に
文
和
三
年
︵
一
三
五
四
︶
の
文
書
が
用
い
ら
れ
る
と
い
う
変
則
を
み
せ
な
が
ら
、
概
ね
、
年
次
が
新
し
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く
な
る
に
つ
れ
新
し
い
紙
背
文
書
を
用
い
て
い
る
と
い
え
よ
う
が
、
変
則
を
重
視
す
れ
ば
、
再
利
用
さ
れ
る
文
書
の
年
次
に
明
確
な
ル

ー
ル
は
な
い
こ
と
に
な
る
。

以
上
か
ら
、
師
守
が
文
書
を
受
け
取
っ
て
か
ら
再
利
用
に
至
る
ま
で
を
復
元
的
に
考
察
し
て
み
よ
う
。
ま
ず
、
師
守
は
受
け
取
っ
た

文
書
の
な
か
か
ら
不
要
と
さ
れ
る
も
の
を
選
び
出
し
、
と
く
に
間
を
置
か
ず
料
紙
と
し
て
再
利
用
す
る
。
一
方
、
外
記
の
家
と
し
て
受

け
取
っ
た
文
書
は
、
少
な
く
と
も
数
年
以
上
保
管
さ
れ
る
が
、
の
ち
に
参
照
す
る
︵
勘
申
の
た
め
に
利
用
す
る
︶
可
能
性
が
少
な
い
文

書
は
、
不
要
な
文
書
に
紛
れ
て
再
利
用
さ
れ
る
こ
と
も
あ
っ
た
。
業
務
と
し
て
受
け
取
っ
た
文
書
で
あ
っ
て
も
、
重
要
で
な
い
と
判
断

さ
れ
た
文
書
は
再
利
用
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
文
書
は
、
記
録
類
と
と
も
に
家
の
文
庫
に
保
管
さ
れ
た
と
思
わ
れ
る
。
家
の
文

庫
に
保
管
さ
れ
る
文
書
・
記
録
は
、
日
常
的
な
参
照
利
用
に
決
し
て
不
便
で
あ
っ
た
と
は
考
え
ら
れ
ず
、
外
記
の
家
の
勘
申
機
能
の
前

提
を
担
っ
た
。
こ
う
し
て
保
管
さ
れ
た
文
書
は
、
年
次
で
は
な
く
、
内
容
に
よ
っ
て
簡
単
に
整
理
さ
れ
て
い
た
が
、
整
理
の
基
準
は
厳

格
に
設
け
ら
れ
て
い
た
わ
け
で
は
な
く
、
内
容
の
共
通
性
を
持
っ
た
特
定
の
年
次
と
い
う
ま
と
ま
り
も
あ
っ
た
。
こ
れ
ら
の
文
書
も
恒

久
的
に
保
管
さ
れ
た
の
で
は
な
く
、
再
利
用
に
回
さ
れ
た
も
の
も
あ
っ
た
が
、
参
照
の
可
能
が
あ
る
年
限
︵
保
存
年
限
︶
も
ま
た
厳
密

で
は
な
く
、
五
年
程
度
か
ら
十
年
以
上
に
及
ぶ
こ
と
も
あ
っ
た
。
ま
た
、
保
存
年
限
が
経
過
し
た
か
ら
再
利
用
に
回
さ
れ
る
の
で
は
な

く
、
再
利
用
さ
れ
る
文
書
群
が
抜
き
出
さ
れ
る
段
階
で
、
異
な
る
期
間
を
経
過
し
た
文
書
群
が
選
び
出
さ
れ
た
。

こ
れ
ら
を
ま
と
め
れ
ば
、
①
現
用
文
書
︵
参
照
さ
れ
る
文
書
︶
に
も
な
ら
ず
廃
棄
＝
再
利
用
さ
れ
た
文
書
が
あ
っ
た
、
②
現
用
文
書

と
さ
れ
る
は
ず
で
あ
っ
た
が
、
そ
う
な
ら
ず
に
廃
棄
＝
再
利
用
さ
れ
た
文
書
が
あ
っ
た
、
③
現
用
文
書
が
廃
棄
＝
再
利
用
の
対
象
と
な

っ
た
︵
そ
の
段
階
で
非
現
用
文
書
と
な
っ
た
︶、
の
よ
う
に
ま
と
め
ら
れ
る
。
以
上
が
、
厳
格
に
運
用
さ
れ
た
の
で
は
な
い
こ
と
も
あ

ら
た
め
て
指
摘
し
て
お
き
た
い
。
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む
す
び
に
か
え
て

以
上
、
本
稿
で
は
、『
師
守
記
』
を
対
象
に
、
文
書
が
再
利
用
さ
れ
て
紙
背
文
書
と
な
る
過
程
を
考
え
、
こ
れ
を
文
書
管
理
史
の
視

点
か
ら
再
構
成
し
て
み
た
。
師
守
が
文
書
を
整
理
・
保
存
し
、
再
利
用
す
る
に
当
た
っ
て
明
確
な
ル
ー
ル
を
設
定
し
運
用
し
て
い
た
と

確
定
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
が
、
振
幅
の
な
か
に
一
定
の
傾
向
が
あ
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

こ
の
よ
う
な
作
業
は
、
紙
背
文
書
を
史
料
と
し
て
利
用
す
る
に
際
し
て
の
前
提
を
確
保
す
る
基
礎
的
な
史
料
論
の
一
端
で
あ
る
が
、

同
時
に
、
日
本
中
世
の
文
書
管
理
史
を
志
向
す
る
も
の
で
も
あ
り
、
複
数
の
専
門
領
域
に
ま
た
が
る
も
の
で
あ
る
。
日
本
近
世
史
で
は
、

ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
の
歴
史
的
研
究
は
ひ
と
つ
の
ジ
ャ
ン
ル
と
し
て
定
着
し
た
観
が
あ
る
が
、
古
代
・
中
世
史
で
は
な
お
途
上
に
あ
る
と
い

っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
あ
る
い
は
、
そ
の
よ
う
な
展
望
は
持
つ
べ
き
で
は
な
い
の
か
。

中
野
目
徹
は
、
瀬
畑
源
『
公
文
書
を
つ
か
う
―
公
文
書
管
理
制
度
と
歴
史
研
究
―︶

38
︵

』
へ
の
書
評
で
、
歴
史
研
究
者
が
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ

か
ら
遠
ざ
か
る
傾
向
を
批
判
的
に
指
摘
し
た︶

39
︵

。
中
野
目
の
こ
の
主
張
は
、
瀬
畑
の
著
書
に
み
え
る
利
用
者
と
し
て
の
歴
史
研
究
者
の
視

点
か
ら
の
提
言
を
評
価
し
、
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
の
現
場
か
ら
遠
ざ
か
っ
て
も
な
す
べ
き
こ
と
は
あ
る
と
い
う
点
に
含
意
が
あ
る
と
思
わ

れ
、
そ
の
点
に
は
ま
っ
た
く
同
意
す
る
。
た
だ
、
歴
史
研
究
者
が
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
か
ら
遠
ざ
か
る
の
は
何
故
か
を
考
え
た
と
き
、
歴
史

研
究
者
だ
け
が
一
方
的
に
批
判
さ
れ
る
の
は
疑
問
で
あ
る
。
む
し
ろ
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
の
側
が
、
歴
史
学
か
ら
の
自
立
を
主
張
す
る
な
か

で
、
歴
史
研
究
者
を
排
除
す
る
よ
う
な
指
向
が
一
部
に
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
。

日
本
で
は
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
学
は
新
し
い
分
野
で
あ
る
が
、
本
来
自
立
し
た
専
門
領
域
で
あ
る
。
し
か
し
、
多
く
の
領
域
に
み
ら
れ
る

よ
う
に
、
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
学
で
も
他
の
専
門
領
域
と
複
合
す
る
場
面
は
多
い
。
本
稿
は
史
料
論
に
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
学
の
視
点
を
導
入
し

た
も
の
で
あ
る
と
も
と
も
に
、
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
の
歴
史
的
研
究
と
し
て
文
書
管
理
史
の
一
端
を
志
向
し
た
。
こ
れ
に
よ
り
、
史
料
論
と
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し
て
は
紙
背
文
書
の
成
立
過
程
を
部
分
的
に
で
は
あ
る
が
再
構
成
で
き
た
と
考
え
る
。
で
は
、
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
の
歴
史
的
研
究
の
意
義

は
？　

私
は
、
そ
れ
自
体
が
固
有
の
課
題
で
あ
る
と
考
え
る
と
と
も
に
、
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
の
現
場
に
フ
ィ
ー
ド
バ
ッ
ク
さ
れ
る
多
様
な

論
の
提
示
が
挙
げ
ら
れ
る
と
考
え
る
。
そ
れ
が
現
場
感
覚
を
持
つ
ア
ー
キ
ビ
ス
ト
に
よ
っ
て
直
接
行
な
わ
れ
、
再
び
現
場
に
還
元
さ
れ

る
こ
と
の
意
義
は
大
き
い
。
同
じ
意
味
で
、
歴
史
研
究
者
が
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
か
ら
遠
ざ
か
る
こ
と
は
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
と
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ

学
に
と
っ
て
資
す
る
も
の
で
は
な
い
。
こ
の
よ
う
に
考
え
た
い
。

　
　
　
　
　

註

︵
1
︶　

網
野
善
彦
は
、
最
晩
年
の
著
作
で
あ
る
『
宮
本
常
一
『
忘
れ
ら
れ
た

日
本
人
』
を
読
む
』︵
二
〇
〇
三
年
、
岩
波
書
店
、
の
ち
岩
波
現
代
文

庫
、
二
〇
一
三
年
︶
に
お
い
て
も
、
こ
う
し
た
理
解
を
述
べ
、
と
く
に

農
業
以
外
の
世
界
の
文
書
は
、﹁
と
く
に
保
存
す
る
必
要
も
な
い
﹂
の

で
残
っ
て
お
ら
ず
、
そ
れ
ら
が
転
用
さ
れ
た
結
果
と
し
て
の
紙
背
文
書

の
重
要
性
を
指
摘
す
る
。
一
度
は
文
書
と
し
て
作
成
さ
れ
、
な
か
に
は

将
来
の
参
照
に
利
用
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
情
報
が
保
管
さ
れ
な
い
理

由
が
、
農
業
と
そ
れ
以
外
の
世
界
に
な
ぜ
生
じ
る
の
か
、
考
え
て
い
か

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
問
題
で
あ
ろ
う
。

︵
2
︶　

一
例
と
し
て
、
鳥
居
和
之
・
橋
村
愛
子
﹁
圓
蔵
寺
所
蔵
﹁
紺
紙
金
字

法
華
経
﹂
に
つ
い
て
﹂
名
古
屋
市
博
物
館
『
研
究
紀
要
』
第
三
四
巻
、

二
〇
一
一
年
、
名
古
屋
市
博
物
館
。
鳥
居
の
直
話
に
よ
れ
ば
、
紙
を
文

書
と
し
て
利
用
す
る
た
め
に
は
、
墨
の
滲
み
を
抑
え
る
た
め
、
料
紙
を

敲
打
し
て
表
面
の
小
さ
な
ケ
バ
を
押
さ
え
て
滑
ら
か
に
し
て
お
く
必
要

が
あ
る
。
文
書
と
し
て
利
用
さ
れ
た
紙
は
、
既
に
こ
の
処
置
を
済
ま
せ

て
い
る
の
で
、紙
の
再
利
用
は
実
は
一
手
間
省
略
で
き
る
利
点
が
あ
る
。

こ
の
理
解
が
紙
背
文
書
に
も
適
用
で
き
れ
ば
、
文
書
の
裏
を
利
用
す
る

行
為
は
、
紙
が
高
価
で
入
手
困
難
で
あ
る
た
め
ば
か
り
で
な
く
、
再
利

用
に
は
積
極
的
な
メ
リ
ッ
ト
が
あ
っ
た
こ
と
に
な
る
。
紺
紙
金
字
経
の

墨
書
調
査
に
つ
い
て
は
、
橋
村
愛
子
﹁
紺
紙
金
字
経
と
隠
れ
た
墨
書
・

墨
印
﹂︵『
古
文
書
研
究
』
第
七
三
号
、
二
〇
一
二
年
六
月
、
日
本
古
文

書
学
会
編
・
吉
川
弘
文
館
刊
︶
が
あ
る
。

︵
3
︶　

末
柄
豊
﹁『
実
隆
公
記
』
と
文
書
﹂
五
味
文
彦
編
『
日
記
に
中
世
を

読
む
』、
一
九
九
八
年
、
吉
川
弘
文
館
。

︵
4
︶　

田
中
稔
﹁
紙
背
文
書
﹂『
中
世
史
料
論
考
』、
一
九
九
三
年
、
吉
川
弘

文
館
、
初
出
は
一
九
八
〇
年
。
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︵
5
︶　

二
〇
〇
五
年
、
東
京
堂
出
版
。

︵
6
︶　

二
〇
一
一
年
、
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
。

︵
7
︶　

佐
藤
進
一
『﹇
新
版
﹈
古
文
書
学
入
門
』︵
一
九
九
七
年
、
法
政
大
学

出
版
局
、
旧
版
は
一
九
七
一
年
︶
の
よ
う
な
独
習
書
が
刊
行
さ
れ
な
い

こ
と
が
、
古
記
録
学
の
困
難
さ
を
象
徴
し
て
い
る
。

︵
8
︶　
『
中
世
の
日
記
』︵
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
企
画
展
示
図
録
︶、

一
九
八
八
年
、
歴
史
民
俗
博
物
館
振
興
会
。
尾
上
陽
介
﹁『
民
経

記
』
と
暦
記
・
日
次
記
﹂
五
味
文
彦
編
『
日
記
に
中
世
を
読
む
』、

一
九
九
八
年
、
吉
川
弘
文
館
。
遠
藤
珠
紀
『
中
世
朝
廷
の
官
司
制
度
』

第
二
部
第
一
章﹁
中
世
に
お
け
る
具
中
暦
の
性
格
と
変
遷
﹂第
二
章﹁『
兼

仲
卿
記
』
に
み
る
暦
記
の
特
質
﹂、
二
〇
一
一
年
、
吉
川
弘
文
館
、
初

出
は
二
〇
〇
三
年
、
二
〇
〇
八
年
。

︵
9
︶　

河
音
能
平
編
『
世
界
史
の
な
か
の
日
本
中
世
文
書
』、
一
九
九
六
年
、

文
理
閣
。

︵
10
︶　

河
音
能
平
編
、
一
九
九
六
年
、
東
京
堂
出
版
。

︵
11
︶　

田
中
克
行
『
中
世
の
惣
村
と
文
書
』、
一
九
九
八
年
、
山
川
出
版
社
。

︵
12
︶　

岩
元
修
一
『
初
期
室
町
幕
府
訴
訟
制
度
の
研
究
』、
吉
川
弘
文
館
。

高
橋
一
樹
『
中
世
荘
園
制
と
鎌
倉
幕
府
』
第
三
部
﹁
鎌
倉
幕
府
の
訴

訟
文
書
体
系
﹂、
二
〇
〇
四
年
、
塙
書
房
、
初
出
は
一
九
九
六
年
～

二
〇
〇
二
年
。

︵
13
︶　

山
陰
加
春
夫
『
中
世
高
野
山
史
の
研
究
』
第
Ⅰ
部
﹁
文
書
・
帳
簿
保

管
シ
ス
テ
ム
の
構
築
と
転
換
﹂︵
一
九
九
七
年
、
清
文
堂
出
版
、
初
出

は
一
九
九
五
年
・
一
九
九
六
年
、
二
〇
一
一
年
新
編
︶、
山
岸
常
人
『
中

世
寺
院
の
僧
団
・
法
会
・
文
書
』第
Ⅱ
部﹁
文
書
と
そ
の
保
管
﹂︵
二
〇
〇
四

年
、
東
京
大
学
出
版
会
、
初
出
は
一
九
九
二
年
～
一
九
九
九
年
︶
な
ど
。

︵
14
︶　

上
島
有
『
中
世
花
押
の
謎
を
解
く　

足
利
将
軍
家
と
そ
の
花
押
』、

二
〇
〇
四
年
、
山
川
出
版
社
、
上
島
有
﹁
東
寺
百
合
文
書
か
ら
ア
ー

カ
イ
ブ
ズ
学
へ
﹂『
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
学
研
究
』
第
五
号
、
二
〇
〇
六
年

十
一
月
、
日
本
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
学
会
、
上
島
有
『
中
世
日
本
の
紙
―
ア

ー
カ
イ
ブ
ズ
学
と
し
て
の
料
紙
研
究
―
』
前
編
・
後
編
、
日
本
史
資
料

研
究
会
研
究
叢
書
９
︲
１
、９
︲
２
、二
〇
一
一
年
、
日
本
史
史
料
研
究

会
な
ど
。
な
お
、上
島
有
が
日
本
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
学
会
で
発
表
し
た
際
、

会
場
か
ら
﹁
あ
な
た
の
研
究
は
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
学
と
い
わ
な
く
て
も
よ

い
も
の
で
は
な
い
か
﹂
と
い
う
趣
旨
の
発
言
が
あ
っ
た
。
不
遜
を
承
知

で
言
え
ば
、
私
は
、
上
島
が
新
し
い
研
究
視
角
を
積
極
的
に
取
り
入
れ

て
い
こ
う
と
す
る
姿
勢
に
学
び
た
い
。
ま
た
、
他
者
が
ど
の
よ
う
な
意

識
の
も
と
で
い
か
な
る
方
法
を
採
用
す
る
か
は
、
研
究
者
の
根
幹
に
関

わ
る
こ
と
で
は
な
い
か
と
思
う
。
発
言
者
は
こ
の
点
に
自
覚
的
で
あ
っ

た
の
か
疑
問
で
あ
る
。

︵
15
︶　

松
井
輝
昭
『
厳
島
文
書
伝
来
の
研
究
―
中
世
文
書
管
理
史
論
―
』
序

章
、
二
〇
〇
八
年
、
吉
川
弘
文
館
。

︵
16
︶　

松
園
斉
『
日
記
の
家
―
中
世
国
家
の
記
録
組
織
―
』
第
一
一
章
﹁
中

世
の
外
記
﹂、
一
九
九
七
年
、
吉
川
弘
文
館
、
初
出
は
一
九
八
七
年
・

一
九
九
四
年
。

︵
17
︶　

遠
藤
珠
紀
『
中
世
朝
廷
の
官
司
制
度
』︵
前
掲
︶。

︵
18
︶　

森
茂
暁
『
南
北
朝
期
公
武
関
係
史
の
研
究
』
第
三
章
﹁
北
朝
の
政
務
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運
営
﹂
第
一
節
﹁
光
厳
上
皇
院
政
﹂
第
二
節
﹁
後
光
厳
天
皇
親
政
﹂、

一
九
八
四
年
、
文
献
出
版
、
二
〇
〇
八
年
増
補
改
訂
。

︵
19
︶　

斎
木
一
馬
﹁
古
文
書
と
古
記
録
﹂『
斎
木
一
馬
著
作
集
１ 

古
記
録
の

研
究 
上
』、
一
九
八
九
年
、
吉
川
弘
文
館
、
初
出
は
一
九
七
八
年
。
斎

木
は
、
草
稿
本
は
﹁
お
お
む
ね
廃
棄
さ
れ
た
で
あ
ろ
う
﹂
と
す
る
。
近

年
で
も
、
高
橋
秀
樹
『
古
記
録
学
入
門
』
が
清
書
本
と
草
稿
本
と
い
う

理
解
を
ほ
ぼ
踏
襲
し
て
い
る
。
ま
た
尾
上
陽
介『
中
世
の
日
記
の
世
界
』

︵
二
〇
〇
三
年
、
山
川
出
版
社
﹇
日
本
史
リ
ブ
レ
ッ
ト
﹈︶
は
、
数
日
分

を
ま
と
め
て
書
く
こ
と
が
あ
る
場
合
を
前
提
と
し
て
、
そ
の
日
の
記
事

を
そ
の
日
に
書
い
た
事
例
を
具
体
的
に
紹
介
し
て
い
る
。

︵
20
︶　

自
筆
︵
お
よ
び
自
筆
に
準
じ
る
︶
清
書
本
を
写
本
と
理
解
す
れ
ば
、

紙
背
文
書
の
年
次
比
定
に
つ
い
て
の
原
則
は
当
然
適
用
さ
れ
な
い
の

で
、
議
論
の
余
地
は
な
く
な
る
。
し
か
し
、『
明
月
記
』
の
よ
う
に
、

本
人
以
外
が
清
書
を
行
な
う
部
分
が
あ
っ
て
も
︵
広
義
の
︶
自
筆
本
と

理
解
さ
れ
る
よ
う
に
、
自
筆
清
書
本
を
写
本
と
す
る
こ
と
に
は
違
和
感

が
あ
ろ
う
。

︵
21
︶　

大
村
拓
生
﹁
日
記
の
記
録
過
程
と
料
紙
の
利
用
方
法
﹂
河
音
能
平
編

『
中
世
文
書
論
の
視
座
』、
一
九
九
六
年
、
東
京
堂
出
版
。

︵
22
︶　

尾
上
陽
介
『
中
世
の
日
記
の
世
界
』︵
前
掲
︶
は
、
文
書
を
再
利
用

す
る
場
合
、
ま
ず
日
記
を
書
く
た
め
の
巻
物
を
作
り
、
必
要
に
応
じ
て
、

そ
こ
に
文
書
を
貼
り
継
ぐ
こ
と
を
想
定
し
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、

大
村
が
『
民
経
記
』
の
分
析
に
よ
っ
て
得
た
理
解
で
は
、
必
要
な
だ
け

の
料
紙
を
貼
り
継
い
で
日
記
を
書
き
、
ま
た
必
要
な
だ
け
を
貼
り
継
ぐ

も
の
と
な
る
。

︵
23
︶　

大
村
拓
生
﹁
日
記
の
記
録
過
程
と
料
紙
の
利
用
方
法
﹂︵
前
掲
︶
も

料
紙
の
利
用
を
議
論
し
て
い
る
が
、
大
村
が
そ
の
先
に
考
え
て
い
る
の

は
日
記
の
史
料
論
で
あ
り
、
後
述
す
る
よ
う
に
日
記
の
料
紙
に
利
用
さ

れ
る
文
書
の
管
理
を
課
題
と
す
る
本
稿
は
、
視
線
の
方
向
が
異
な
る
。

︵
24
︶　

尾
上
陽
介
﹁『
民
経
記
』
と
暦
記
・
日
次
記
﹂︵
前
掲
︶
で
は
、
む
し

ろ
毎
日
書
き
継
い
だ
こ
と
が
強
調
さ
れ
る
。
ま
た
、
ひ
と
り
の
日
記
に

双
方
の
書
き
方
が
混
在
し
て
い
る
こ
と
も
あ
り
、
両
者
の
認
識
の
違
い

は
、
ま
と
め
て
書
い
た
か
、
毎
日
書
い
た
か
の
判
断
が
容
易
で
な
い
こ

と
を
示
す
も
の
で
あ
る
。

︵
25
︶　

尾
上
陽
介
『
中
世
の
日
記
の
世
界
』︵
前
掲
︶。

︵
26
︶　

松
薗
斉
『
日
記
の
家
―
中
世
国
家
の
記
録
組
織
―
』︵
前
掲
︶
第
三

部
﹁
中
世
国
家
の
記
録
組
織
﹂。

︵
27
︶　

貞
治
二
年︵
一
三
六
三
︶正
月
十
五
日
条
本
文
で
は
、坂
上
明
宗
は﹁
徳

大
寺
文
庫
﹂
に
文
書
を
預
け
て
い
る
と
答
え
て
い
る
。
坂
上
明
宗
は
自

己
の
管
理
下
に
文
書
を
置
い
て
お
く
の
が
不
安
で
あ
っ
た
ら
し
く
、
貞

治
六
年
︵
一
三
六
七
︶
八
月
三
十
日
条
で
も
師
守
の
家
に
文
書
を
預
け
、

同
年
九
月
十
五
日
条
で
も
同
様
に
依
頼
し
て
き
て
い
る
。

︵
28
︶　

近
年
で
は
、
原
美
和
子
﹁
南
北
朝
期
に
お
け
る
平
清
盛
の
日
宋
交
渉

へ
の
評
価
に
つ
い
て
﹂︵『
室
町
時
代
研
究
』
第
三
号
、
二
〇
一
一
年
十

月
、
室
町
時
代
研
究
会
︶
が
、『
師
守
記
』
な
ど
を
利
用
し
た
研
究
を

発
表
し
て
い
る
。

︵
29
︶　

松
薗
斉﹁
中
世
後
期
の
日
記
の
特
色
に
つ
い
て
の
覚
書
﹂『
日
本
研
究
』
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第
四
四
集
、
二
〇
一
一
年
十
月
、
国
際
日
本
文
化
研
究
セ
ン
タ
ー
。

︵
30
︶　

森
茂
暁
『
南
北
朝
期
公
武
関
係
史
の
研
究
』
第
三
章
﹁
北
朝
の
政
務

運
営
﹂
第
一
節
﹁
光
厳
上
皇
院
政
﹂
第
二
節
﹁
後
光
厳
天
皇
親
政
﹂︵
前

掲
︶
が
こ
の
よ
う
な
理
解
を
示
し
て
い
る
。

︵
31
︶　

こ
れ
以
前
の
『
師
守
記
』
の
残
存
状
況
も
影
響
し
て
い
る
か
も
し
れ

な
い
。

︵
32
︶　

同
じ
よ
う
な
記
録
所
廻
文
が
本
文
に
記
さ
れ
た
り
、
裏
書
に
記
さ
れ

た
り
す
る
こ
と
か
ら
、
裏
書
が
後
日
作
成
さ
れ
た
イ
ン
デ
ッ
ク
ス
と
は

い
い
難
い
こ
と
が
わ
か
る
。

︵
33
︶　

森
茂
暁
『
南
北
朝
期
公
武
関
係
史
の
研
究
』
第
三
章
﹁
北
朝
の
政
務

運
営
﹂第
一
節﹁
光
厳
上
皇
院
政
﹂第
二
節﹁
後
光
厳
天
皇
親
政
﹂︵
前
掲
︶。

︵
34
︶　

暦
応
二
年
︵
一
三
三
九
︶
八
月
二
十
八
日
条
本
文
と
二
十
九
日
条
本

文
を
み
く
ら
べ
る
と
、
同
じ
文
字
の
書
き
癖
が
や
や
変
わ
っ
て
お
り
、

行
頭
の
位
置
も
変
わ
っ
て
い
る
。
書
式
設
定
が
変
わ
っ
た
よ
う
な
印
象

で
あ
り
、
二
つ
の
日
付
を
ま
た
い
で
一
気
に
清
書
し
た
も
の
と
み
る
こ

と
は
難
し
い
。
よ
っ
て
、
こ
の
条
の
料
紙
と
し
て
紙
背
文
書
が
再
利
用

さ
れ
た
の
は
、
日
記
本
文
の
日
付
か
ら
ほ
と
ん
ど
離
れ
て
い
な
い
と
考

え
て
よ
い
。

︵
35
︶　

森
茂
暁
﹁
藤
原
兼
仲
の
職
務
と
紙
背
文
書
﹂︵『
鎌
倉
時
代
の
朝
幕
関

係
』、
一
九
九
一
年
、
思
文
閣
出
版
︶
が
、
こ
の
よ
う
な
関
心
か
ら
、

訴
状
が
裁
判
機
関
に
提
出
さ
れ
て
か
ら
反
故
に
な
る
ま
で
の
時
間
を
問

題
に
し
て
い
る
。

︵
36
︶　

大
村
拓
生
﹁
日
記
の
記
録
過
程
と
料
紙
の
利
用
方
法
﹂︵
前
掲
︶

︵
37
︶　

こ
れ
は
、『
中
世
法
政
史
料
集 

第
二
巻 

室
町
幕
府
法
』︵
一
九
五
七

年
、
岩
波
書
店
︶
参
考
資
料
第
三
五
条
﹁
元
弘
以
後
新
恩
地
以
下
年
貢

事
﹂
の
適
用
事
例
で
あ
る
。

︵
38
︶　

瀬
畑
源
『
公
文
書
を
つ
か
う
―
公
文
書
管
理
制
度
と
歴
史
研
究
―
』、

二
〇
一
一
年
、
青
弓
社
。

︵
39
︶　

中
野
目
徹
﹁
書
評
・
瀬
畑
源
『
公
文
書
を
つ
か
う
』﹂『
歴
史
学
研
究
』

第
九
〇
三
号
、
二
〇
一
三
年
三
月
、
歴
史
学
研
究
会
編
・
青
木
書
店
刊
。

︹
付
記
︺
本
稿
は
、
二
〇
一
一
年
度
南
山
大
学
パ
ッ
ヘ
研
究
奨
励
金
Ｉ
―
Ａ
―
２
に
よ
る
研
究
成
果
の
一
部
を
含
ん
で
い
る
。
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much more important. The secondary class documents were transcribed to the 

reverse. The way of his transcription of the documents reflects the decision of their 

necessity. The autographic log suggests the part of records management.
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Records Management Seen in the Documents 
Written on the Reverse of the Sheets of 

Moromori-ki ( NAKAHARA Moromori’s Log )

NAGAI Eiji

Abstract

　In this paper, the author considered the record management by lower bureaucrats 

in the medieval Japan through the analysis on documents which were written on the 

reverse of the Sheets of Moromori-ki (NAKAHARA Moromori’s log).

　Existing Moromori-ki are written by NAKAHARA Moromori himself and are 

not fair copies. He wrote his logs everyday or each few days on the reverse of 

unnecessary documents. So the order between the reverse-side documents and front-

side log are very clear. This point is the basis of the analysis in this paper.

　Moromori’s patriarch was inquired various information of aristocracy in the 

medieval Japan. It was the one of his family’s duties. He surveyed and answered 

some precedents and often transcribed them to the reverse of log sheets. As we 

can see the reverse of the sheets of scroll, the reverse-side is secondarily important 

position. So the documents written on the reverse-side of scroll were not only 

unnecessary but sometime preserved.

　When Moromori and his family received the document, they judged its necessity.

Unnecessary documents were reused as forms of log and some books in a matter 

of months. The rest were preserved in Moromori’s family library for a few years or 

over one decade. I cannot determine their retention period, but sometime they were 

judged again. Then the documents not required were reused as forms.

　Moromori transcribed some documents to the front side of his log. They were 


